
 

 

 

 

 

 

 

黒松小学校では，「いじめを生まない学校」「安心・安全・楽しい学校」を目指し，保護者の皆様と情報を

共有しながら取組を進めていくため，今年度も「思いやり通信」を発行します。「思い

やり通信」では，いじめ防止に向けた学校での取組はもちろん，学校生活の中で見られ

る子供たちの心の成長や活躍の様子を紹介していきます。保護者の皆様には，ぜひ目を

通していただき，お子様と学校生活について話し合うきっかけの一つにしていただけれ

ばと思います。 

 

 

 新年度ということで，改めて「いじめ」についての定義を確認したいと思います。 

文部科学省の「いじめ防止対策推進法」によると 

と定義されています。つまり私たち教職員は，学校において，相手児童からされたことで，当該児童が苦痛

と感じた行為は，いじめ案件として組織的な対応をいたします。とはいえ，お友達の成長を願って伝えた助

言や，規律を守るために勇気を出して伝えた諸注意が「いじめ」として認定されてしまっては，関わり合い

の中で学ぶ社会性が身に付かなくなってしまいます。昨年度，私は様々な子供同士のトラブルに対応してい

く中で，友達から受ける行為に対してそれが苦痛と感じるか感じないかは，受け手の児童の心の状態に大き

く左右されているということを学びました。つまり同じ行為であっても良好な人間関係のもとではいじめにな

らず，ストレスフルな人間関係のもとではいじめになるということを実感しました。だからこそ，私たち学校

ができる究極のいじめ防止対策は，普段の学級での人間関係づくりが肝心であると認識しています。

今年度も黒松小学校では，いじめを生まない環境づくりという観点から，特に児童同士の人間関係づくりに

重点を置いた学級づくりをしていく所存です。保護者の皆様におかれましても，以上の点においてご理解と

ご協力をいただけますよう，よろしくお願いいたします。 
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昨年度に引き続きいじめ防止対策を担当いたします

紺野正敏と申します。今年度は３年生と４年生の理科

の授業も担当しています。 

子供たちが元気で明るく学校生活を楽しめるよう

に，精一杯頑張りますので，どうぞよろしくお願いし

ます。お子さんの友達関係のことで何か気になること

がございましたら，お気軽にご相談ください。 

「児童生徒に対して，当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関

係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行わ

れるものを含む。）であって，当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」 
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